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４ むすび 
 

国の令和元年度予算は、「「新経済・財政再生計画」の下、引き続き手を緩めることなく本格的な歳

出改革に取り組む。」とし、「消費税率引き上げに伴う幼児教育・保育の無償化をはじめとする社会保

障の充実及び経済への影響の平準化」、「防災・減災、国土強靭化のための３か年緊急対策」等重要な

課題に的確に対応する予算として編成されました。東日本大震災からの復興に向けても、復興のステ

ージに応じた課題に対応することとされました。その後、相次ぐ災害からの復旧・復興と安全安心の

確保、経済下振れリスクを乗り越えようとする者への重点支援などに伴う補正予算が編成されました。 

また、地方財政対策については、地方が人づくり革命や地方創生の推進、防災・減災等に取り組み

つつ、安定的に財政運営を行うことができるよう、地方交付税等の一般財源総額について、前年度を

0.6 兆円上回る額を確保するとともに、引き続き復旧・復興事業等について、通常収支とは別枠で整理

し、震災復興特別交付税を確保する内容となりました。 

 

このような状況の中で、本市の令和元年度当初予算は、南相馬市復興総合計画後期基本計画の計画

期間初年度であり、政策目標「１００年のまちづくり～家族や友人とともに暮らし続けるために～」

の礎を固め、後期基本計画に着実に取り組むため、行政経営方針に掲げる復興重点戦略及び重点戦略

への重点配分等を基本に編成しました。 

さらに、復興・再生をより加速化するとともに、政策目標の実現に向けた施策に取り組むため、11

回にわたる補正予算を編成し、東日本大震災・福島第一原子力発電所事故からの早期の復興や令和元

年東日本台風等による災害復旧等の早期実施など、総力を挙げて取り組んできました。 

 

 これらの結果、普通会計ベースでの令和元年度の決算状況については、 

○ 歳出決算額は 538.9 億円（対前年度比 39.7 億円の減）となり、復旧・復興事業の影響で依然高

い水準にある。実質収支は 13.1 億円の黒字（対前年度比 1.4 億円の減）を維持している 

○ 財政構造の弾力性を示す指標である経常収支比率は 96.3％と、前年度から 5.9 ポイント上昇と

なり、依然として 90％を超えていることから、財政構造が硬直化しつつある水準にある 

○ 財政の健全度を示す指標である健全化判断比率は、いずれも財政の早期健全化が必要となる早期

健全化基準を下回っており、健全性が保たれた状況にある 

○ 地方債現在高は 283.8 億円で、対前年度比 8.1 億円の減（臨時財政対策債を除いた実質地方債残

高は 153.1 億円で、対前年度比 5.4 億円の減）となり、縮減が着実に進んでいる 

となりました。 

 

決算規模は、復旧・復興事業の着実な進展や令和元年東日本台風等の影響に伴う予算繰越の増加に

よって、減少となりました。復旧・復興事業の財源については、令和元年度においても、国県支出金

や地方交付税等で概ね措置されたことなどから、本市の財政の健全度を示す指標は、引き続き健全な

状態を維持することができました。 

今後、東日本大震災からの復興・再生については、政府の「経済財政運営と改革の基本方針 2020」

において、「令和３年度以降の復興の取組について１」に基づき必要な財源を確保するとされており、

制度等の動向に注視しつつ、本市の復興・再生に向けた取組を着実に推進してまいります。 

なお、本市の財政構造は、普通交付税の特例措置として「合併算定替２による増加額」の段階的な減

額等に対し、経常的経費が東日本大震災前を上回り、引き続き硬直化しつつある水準にあるため、事

務事業の見直しや執行方法の改善等を行いながら、持続可能な財政運営に努めてまいります。 

                                                   
１ 令和２年７月 17 日復興推進委員会決定 
２ 合併関係市町村がそのまま存続したものとした時の算定額（合併関係市町村の合計額） 


